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9:00-17:00
Tel : 03-5390-1234TEL：０３－５３９０－１２３４
メール：kitaku-job@city.kita.lg.jp

※申込多数の場合は、お受けできない場合もございますので、
　ご了承ください。

　　　「令和5年度　北区中小企業人材確保支援事業」は、
北区からの受託によりアイ・ビジネスサポート株式会社が運営します。
〒171-0022　豊島区南池袋2-41-19　アン令和ビル1F
　　　　　　アイ・ビジネスサポート株式会社
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～令和6年3月末

①北区内に本社又は主たる事業所を有すること。

②中小企業法第2条第1項に規定する中小企業。

①北区内に本社又は主たる事業所等があること。

②中小企業法第2条第1項各号に掲げる中小企業。

③次の条件を満たしていること。

（イ）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、
　　　暴力団又は、暴力団員の統制下にある団体でないこと。

（ロ）過去に重大な法令違反がないこと。

（ハ）労働関係法令を順守していること。

（ニ）公序良俗に反する事業を行っていないこと。

（ホ）本事業の目的及び内容を理解していること。

令和5年5月29日

①企業向け
　セミナーの実施

②企業募集
   ・申込

③支援決定企業
　への訪問
受託運営会社
ｱｲ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ(株)が
貴社を訪問し
ﾋｱﾘﾝｸﾞを行います

④支援開始

ﾋｱﾘﾝｸﾞの内容を踏まえ
訪問ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞによる支援

　 ～令和6年3月末
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